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○ 取扱い 

 眼疾患に対する初診時の D255 精密眼底検査の算定は、原則として眼

底疾患の有無にかかわらず認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 D255 精密眼底検査は、眼科的疾患の眼底所見を評価する検査であり、

網膜、脈絡膜及び視神経等眼底疾患の鑑別診断のために実施される。 

 以上のことから、眼疾患に対する初診時の D255 精密眼底検査の算定

は、原則として眼底疾患の有無にかかわらず認められると判断した。 

 


